
総括文書管理者・公文書監理
官・副総括文書管理者・

公文書監理室長用

公文書管理自己点検用チェックシート（モデル例）

総括文書管理者・公文書監理官・
副総括文書管理者・公文書監理室長名

職名

記入日

※総括文書管理者・公文書監理官・副総括文書管理者・公文書監理室長用の本チェックシートは、ガイドライン上で総括文書管理者等に求められて
いる役割が、きちんと果たされているかという観点から質問しています。そのため、総括文書管理者等の本人が回答する場合もありますが、各府省
庁におけるCRO室等が、府省庁内における点検・監査を行う時期等に、各質問について回答を整理した上で、総括文書管理者等に説明し、各府省
庁内における文書管理に関する状況や自らの役割に関する理解を深めていただくために活用する方法も想定されますので、各府省庁において実施
しやすい方法でご検討ください。



※チェック項目を確認し、該当する番号を「回答」欄に記入してください。
※「その他」を選択した場合は、内容を「その他記入欄」に記入してください。回答をご記入ください

チェック項目 回答 その他記入欄 公文書管理法、ガイドライン等における関連部分

1-1

行政文書の管理が適切に行われるよう、自らの職責に応じた役割を理解し、適
切な管理体制を取っているか。
１　適切な管理体制を取っている
２　適切な管理体制が取れていないことがある
３　適切な管理体制が取れていない
４　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第２　管理体制
１　総括文書管理者
(3)　総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
　①　行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製
　②　行政文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施
　③　行政文書の管理に関する研修の実施
　④　組織の新設・改正・廃止に伴う必要な措置
　⑤　行政文書ファイル保存要領その他この訓令の施行に関し必要な細則の整
備
　⑥　その他行政文書の管理に関する事務の総括
２　公文書監理官
　大臣官房に置く公文書監理官は、総括文書管理者の職務を助け、及び公文書
管理に係る通報の処理に関する事務を行うものとする。
３　副総括文書管理者
(1)　○○省に副総括文書管理者１名を置く。
(2)　副総括文書管理者は、○○課長をもって充てる。
(3)　副総括文書管理者は、１－(3)－①～⑥に掲げる事務について総括文書管
理者及び公文書監理官を補佐するものとする。

１ 管理体制



※チェック項目を確認し、該当する番号を「回答」欄に記入してください。
※「その他」を選択した場合は、内容を「その他記入欄」に記入してください。 回答をご記入ください

チェック項目 回答 その他記入欄 公文書管理法、ガイドライン等における関連部分

2-1

歴史的緊急事態に政府全体として対応する会議その他の会合について、記録を作成す
るように文書管理者等に指示しているか。
１　指示している
２　指示していない
３　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第３　作成
２　文書の作成等
(3)　歴史的緊急事態（国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策
事項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来
に生かされるようなもののうち、国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な
被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態をいう。）に政府全体として対
応する会議その他の会合については、将来の教訓として極めて重要であり、記
録を作成するものとする。

※令和２年３月10日の閣議了解に基づき、今般の新型コロナウイルス感染症に
係る事態が歴史的緊急事態に該当するとされているところ。

2 作成



※チェック項目を確認し、該当する番号を「回答」欄に記入してください。
※「その他」を選択した場合は、内容を「その他記入欄」に記入してください。回答をご記入ください

チェック項目 回答 その他記入欄 公文書管理法、ガイドライン等における関連部分

3-1

文書管理者において保存期間表を定め、必要に応じ改定するよう指示している
か。
１　指示している
２　作成は指示しているが、改定は指示していない
３　指示していない
４　その他

3-2

文書管理者において保存期間表を定め、又は改定した場合に、総括文書管理者
に報告するよう指示しているか。
１　指示している
２　指示していない
３　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第４　整理
３　保存期間
(1)　文書管理者は、別表第１を踏まえ、保存期間表を定め、これを公表しなけ
ればならない。
(2)　文書管理者は、保存期間表を定め、又は改定した場合は、総括文書管理者
に報告するものとする。
《留意事項》
＜保存期間＞
⑧　文書管理者は、規則の別表第１を踏まえ、当該文書管理者が管理する行政
文書について、職員が適切に保存期間の設定ができるよう、具体的な業務及び
文書に即して、保存期間表（標準文書保存期間基準）を定めるものとする。な
お、保存期間表においては、行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認
める場合には、規則の別表第１に定める期間を超える保存期間（有期のものに
ついては30年を上限とする。）を定めることができる。また、他の文書管理者
が主管する文書を保存する場合は、主管課より短い保存期間を定めることがで
きる。

３ 整理



※チェック項目を確認し、該当する番号を「回答」欄に記入してください。
※「その他」を選択した場合は、内容を「その他記入欄」に記入してください。回答をご記入ください

チェック項目 回答 その他記入欄 公文書管理法、ガイドライン等における関連部分

4-1

行政文書について、電子媒体により体系的に管理することを基本とするよう指
示しているか。
１　指示している
２　指示していない
３　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第５　保存
２　保存
(2)　行政文書については、法令等の定めにより紙媒体での保存が義務付けられ
ている場合、電子的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き、
電子媒体により体系的に管理することを基本とする。

４ 保存



※チェック項目を確認し、該当する番号を「回答」欄に記入してください。
※「その他」を選択した場合は、内容を「その他記入欄」に記入してください。回答をご記入ください

チェック項目 回答 その他記入欄 公文書管理法、ガイドライン等における関連部分

４ 保存

4-2

必要事項（①紙文書の保存場所・方法、②電子文書の保存場所・方法、③引継
手続、④その他適切な保存を確保するための措置）を記載した行政文書ファイ
ル保存要領を作成しているか。
１　作成している
２　作成しているが、必要事項を一部記載していない
３　作成していない
４　その他

公文書等の管理に関する法律（平成二十一年七月一日法律第六十六号）
（保存）
第六条 行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル
等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応
じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒
体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならな
い。

行政文書の管理に関するガイドライン
第５ 保存
１　行政文書ファイル保存要領
(1)　総括文書管理者は、行政文書ファイル等の適切な保存に資するよう、行政
文書ファイル保存要領を作成するものとする。
(2)　行政文書ファイル保存要領には、次に掲げる事項を記載しなければならな
い。
　①　紙文書の保存場所・方法
　②　電子文書の保存場所・方法
　③　引継手続
　④　その他適切な保存を確保するための措置



※チェック項目を確認し、該当する番号を「回答」欄に記入してください。
※「その他」を選択した場合は、内容を「その他記入欄」に記入してください。 回答をご記入ください

チェック項目 回答 その他記入欄 公文書管理法、ガイドライン等における関連部分

5-1

行政文書ファイル管理簿について、文書管理システムをもって調製しているか。
１　調製している
２　文書管理システム以外の方法により調製している
３　調製していない
４　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第６　行政文書ファイル管理簿
１　行政文書ファイル管理簿の調製及び公表
(1)　総括文書管理者は、○○省の行政文書ファイル管理簿について、公文書等
の管理に関する法律施行令（平成22年政令第250号。以下「施行令」という。）
第11条に基づき、文書管理システムをもって調製するものとする。

5-2

行政文書ファイル管理簿について、インターネットで公表するとともに、あらかじめ
定めた事務所に備えて一般の閲覧に供しているか。
１　インターネットで公表するとともに、一般の閲覧に供している
２　インターネットで公表していない、又は一般の閲覧に供していない
３　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第６　行政文書ファイル管理簿
１　行政文書ファイル管理簿の調製及び公表
(2)　行政文書ファイル管理簿は、インターネットで公表するとともに、あらか
じめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供しなければならない。

5-3

行政文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定めた場合や、閲覧に供する
事務所を変更した場合に、当該事務所の場所を官報で公示しているか。
１　事務所を定め、又は変更した場合に公示している
２　事務所を定め、又は変更した場合に公示していない
３　事務所を定め、又は変更しなかった
４　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第６　行政文書ファイル管理簿
１　行政文書ファイル管理簿の調製及び公表
(3)　行政文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め、又は変更し
た場合には、当該事務所の場所を官報で公示しなければならない。

５ 行政文書ファイル管理簿



5-4

国立公文書館に移管し、又は廃棄した行政文書ファイル等の名称、移管日又は廃棄日
等について記載する「移管・廃棄簿」を調製しているか。
１　調製している
２　調製していない
３　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第６　行政文書ファイル管理簿
２　行政文書ファイル管理簿への記載
(3)　文書管理者は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、独立行
政法人国立公文書館（以下「国立公文書館」という。）に移管し、又は廃棄した
場合は、当該行政文書ファイル等に関する行政文書ファイル管理簿の記載を削除
するとともに、その名称、移管日又は廃棄日等について、総括文書管理者が調製
した移管・廃棄簿に記載しなければならない。



※チェック項目を確認し、該当する番号を「回答」欄に記入してください。
※「その他」を選択した場合は、内容を「その他記入欄」に記入してください。 回答をご記入ください

チェック項目 回答 その他記入欄 公文書管理法、ガイドライン等における関連部分

6-1

公文書等の管理に関する法律（平成二十一年七月一日法律第六十六号）
（移管又は廃棄）
第八条 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第
五条第五項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄し
なければならない。

行政文書の管理に関するガイドライン
第７　保存期間の延長、移管、廃棄
１　保存期間が満了したときの措置
(1)　文書管理者は、行政文書ファイル等について、別表第２に基づき、保存期
間の満了前のできる限り早い時期に、法第５条第５項の保存期間が満了したと
きの措置を定めなければならない。
(2)　(1)の措置は、行政文書ファイル管理簿への記載により定めるものとし、
定める際は総括文書管理者の確認を得るものとする。
(3)　総括文書管理者は、(2)の確認を行う際には国立公文書館の専門的技術的
助言を求めるものとし、助言の内容に沿って、文書管理者は(1)の措置の変更等
の必要な対応を行うものとする。

行政文書の管理に関するガイドラインの細目等を定める公文書管理課長通知
１－６　行政文書の保存期間の延長、移管、廃棄について
２．保存期間満了時の措置の設定
(2)　保存期間満了時の措置の確認、国立公文書館による助言
①　文書管理者において設定された保存期間満了時の措置は、総括文書管理者
の確認を得るものとされており、確認に当たっては、総括文書管理者は、国立
公文書館による専門的技術的助言を求めるものとされている。 総括文書管理者
は、行政文書ファイル等の作成・取得年度の翌年度末までに、原則、全ての行
政文書ファイル等について設定し、国立公文書館の助言を求めるものとする。
なお、保存期間が１年の行政文書ファイル等については、保存期間満了後の移
管・廃棄を円滑に実施するため、他の行政文書ファイル等と分けて、速やかに
国立公文書館に助言を求 めるものとする。

保存期間満了時の措置（レコードスケジュール）について、行政文書ファイル等の作
成・取得年度の翌年度末までに、原則、全ての行政文書ファイル等について設定する
よう文書管理者に指示するとともに、国立公文書館に専門的技術的助言を求めた上で
確認を行っているか。
１　指示及び確認を行っている
２　指示は行っているが、確認は行っていない
３　指示及び確認を行っていない
４　その他

６ 保存期間の延長、移管、廃棄



公文書等の管理に関する法律（平成二十一年七月一日法律第六十六号）
（移管又は廃棄）
第八条 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第
五条第五項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄し
なければならない。

行政文書の管理に関するガイドライン
第７　保存期間の延長、移管、廃棄
３　移管又は廃棄
(1)　文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した行政文
書ファイル等について、１－(1)により定めた措置に基づき、国立公文書館に移
管し、又は廃棄しなければならない。
(2)  文書管理者は、(1)の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等
を廃棄しようとするときは、あらかじめ、総括文書管理者を通じ内閣府に協議
し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣府の同意が得ら
れないときは、当該文書管理者は、総括文書管理者を通じ内閣府と協議の上、
当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日
を設定し、又は国立公文書館に移管するものとする。

行政文書の管理に関するガイドラインの細目等を定める公文書管理課長通知
１－６　行政文書の保存期間の延長、移管、廃棄について
５．廃棄協議・廃棄同意・廃棄の措置の実施について
(2)　事前審査
①　各行政機関は、保存期間が満了する行政文書ファイル等を廃棄しようとす
る場合は、内閣府（及び国立公文書館）の事前審査を受けた上で、廃棄につい
ての了解が得られた案件について公文による協議を行うこととする。
　事前審査は、
　イ　内閣府大臣官房公文書管理課による審査
　ロ　国立公文書館による専門的技術的助言
の２段階で行われる。
　なお、国立公文書館による助言は、内閣府からの依頼によって行われるもの
であり、保存期間３年以下の行政文書ファイル等のほか内閣府と国立公文書館
が定める一部の案件については、基本的に内閣府からの依頼を行わないことと
している。
②　各行政機関は、保存期間満了日の前年度の４月から 1 1 月までに、上記の
事前審査を開始するものとする。なお、国立公文書館による保存期間満了時の
措置に関する助言を受けていない行政文書ファイル等については、廃棄協議に
係る手続を進めることはできない。
③　保存期間満了の前年度の 11 月 末日までに事 前審査を開始した案件は、特
段の調整が必要な案件を除き、保存期間満了の２か月前までに、審査を終える
ことを基本とする。保存期間満了の前年度の 12 月 以降であっても、廃棄しよ
うとする行政文書ファイル等についての事前審査の依頼を行うことは随時可能
であるが、保存期間満了の２か月前（ １ 月31 日）までに審査を終えられない
場合がある。

6-2

保存期間の満了した行政文書ファイル等の廃棄について、適切な時期に内閣府への協
議を行えるよう、文書管理者に対し事前審査への対応依頼等の必要な指示を行ってい
るか。
１　行っている
２　行っていない
３　その他



6-3

内閣府から行政文書ファイル等について廃棄の措置をとらないように求められた場合
に、内閣府と相談の上で、新たに保存期間及び保存期間満了日を設定するか、保存期
間満了時の措置を「移管」に変更するか、いずれかの措置を講じているか。
１　措置を講じている
２　措置を講じていないことがある
３　措置を講じていない
４　廃棄の措置をとらないように求められたことがない
５　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第７　保存期間の延長、移管、廃棄
３　移管又は廃棄
(6)　総括文書管理者は、内閣府から、法第８条第４項の規定により、行政文書
ファイル等について廃棄の措置をとらないように求められた場合には、必要な
措置を講ずるものとする。

行政文書の管理に関するガイドラインの細目等を定める公文書管理課長通知
１－６　行政文書の保存期間の延長、移管、廃棄について
５．廃棄協議・廃棄同意・廃棄の措置の実施について
(2)　事前審査
⑧　事前審査の過程で、内閣府又は国立公文書館から、廃棄に同意しない旨の
意見があった場合には、各行政機関は、内閣府と相談し、新たに保存期間及び
保存期間満了日を設定するか、保存期間満了時の措置を「移管」に変更しなけ
ればならない。また、内閣府から、法第８条第４項の規定により、行政文書
ファイル等について廃棄の措置をとらないように求められた場合も同様とす
る。



※チェック項目を確認し、該当する番号を「回答」欄に記入してください。
※「その他」を選択した場合は、内容を「その他記入欄」に記入してください。 回答をご記入ください

チェック項目 回答 その他記入欄 公文書管理法、ガイドライン等における関連部分

7-1

少なくとも毎年度一回、文書管理者において行った点検の結果について報告を受けて
いるか。
１　受けている
２　受けていない
３　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第８　点検・監査及び管理状況の報告等
１　点検・監査
(1)　文書管理者は、自ら管理責任を有する行政文書の管理状況について、少
なくとも毎年度一回、点検を行い、その結果を総括文書管理者及び公文書監理
官に報告しなければならない。

７ 点検・監査及び管理状況の報告等



7-2

行政文書ファイル等の紛失や誤廃棄等が明らかになった場合には、総括文書管理者及
び公文書監理官に報告するよう文書管理者に指示しているか。
１　指示をしている
２　指示をしていない
３　その他

7-3

行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄の報告を受けた際、被害の拡大防止等のために
必要な措置を講ずるとともに、速やかに内閣府に事案の概要に関する情報提供を行っ
ているか。
１　措置を講ずるとともに、情報提供を行っている
２　措置を講じていない、又は情報提供を行っていないことがある
３　措置を講じておらず、情報提供も行っていない
４　紛失や誤廃棄等がなかった
５　その他

7-4

行政文書の管理状況について、本年度において内閣府に報告したか。
１　報告した
２　報告しなかった
３　その他

公文書等の管理に関する法律（平成二十一年七月一日法律第六十六号）
（管理状況の報告等）
第九条　行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文
書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

行政文書の管理に関するガイドライン
第８　点検・監査及び管理状況の報告等
３　管理状況の報告等
(1)　総括文書管理者は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文
書の管理状況について、毎年度、内閣府に報告するものとする。

行政文書の管理に関するガイドライン
第８　点検・監査及び管理状況の報告等
２　紛失等への対応
(1)　文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった
場合は、直ちに総括文書管理者及び公文書監理官に報告しなければならない。
(2)　総括文書管理者及び公文書監理官は、(1)の報告を受けたときは、速やか
に被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、事案の内容、影響
等に応じて、行政機関の長に報告し、公表等の措置を講ずるものとする。
《留意事項》
＜紛失等への対応＞
③　行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄の報告を受けた総括文書管理者及び
公文書監理官は、２－(2)の措置に加え、速やかに内閣府に事案の概要に関す
る情報提供を行うものとする。
　なお、各行政機関における行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄の状況につ
いては、３－(1)の管理状況の報告事項としている。



※チェック項目を確認し、該当する番号を「回答」欄に記入してください。
※「その他」を選択した場合は、内容を「その他記入欄」に記入してください。 回答をご記入ください

チェック項目 回答 その他記入欄 公文書管理法、ガイドライン等における関連部分

8-1

文書管理者及び文書管理担当者の職に初めて就いた者全てを対象とする対面形式での
研修を毎年度実施しているか。
１　実施している
２　実施していない
３　その他

8-2

新規採用の職員に対する採用時の研修の項目に公文書管理を取り入れているか。
１　取り入れている
２　取り入れていない
３　その他

8-3

e-ラーニング等も活用して、全ての職員が、職階・職責に応じた必要な研修を受けら
れるよう取り組んでいるか。
１　取り組んでいる
２　取り組んでいない
３　その他

8-4

【8-1から8-3までのいずれかで２を選択した場合】
提供していない理由について。
１　年間を通じて十分な回数を実施できていないため
２　提供の方法がわからないため
３　検討中であるため
４　その他

公文書等の管理に関する法律（平成二十一年七月一日法律第六十六号）
（研修）
第三十二条　行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又
は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行う
ために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行
うものとする。

行政文書の管理に関するガイドライン
第９　研修
１　研修の実施
　総括文書管理者は、職員に対し、行政文書の管理を適正かつ効果的に行うた
めに必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行う
ものとする。また、総括文書管理者は、各職員が少なくとも毎年度一回、研修
を受けられる環境を提供しなければならない。文書管理者は、各職員の受講状
況について、総括文書管理者に報告しなければならない。
《留意事項》
＜研修の実施＞
④　総括文書管理者は、文書管理者及び文書管理担当者の職に初めて就いた者
全てを対象とする対面方式（双方向のやり取りが可能なオンライン方式を含
む。）での研修を、毎年度実施するとともに、新規採用の職員に対する採用時
の研修の項目に公文書管理を必ず取り入れるものとする。
⑤　また、総括文書管理者は、e-ラーニング等も活用して、全ての職員（行政
実務研修員、出向者、期間業務職員等を含む。）が、職階・職責に応じた必要
な研修を受けられるよう取り組むものとする。

８ 研修



※チェック項目を確認し、該当する番号を「回答」欄に記入してください。
※「その他」を選択した場合は、内容を「その他記入欄」に記入してください。 回答をご記入ください

チェック項目 回答 その他記入欄 公文書管理法、ガイドライン等における関連部分

9-1

秘密文書の管理に関し必要な事項の細則を規定する要領を定めているか。
１　定めている
２　定めていない
３　その他

行政文書の管理に関するガイドライン
第10　秘密文書等の管理
２　特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書の
うち秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除
く。以下「秘密文書」という。）の管理
(1)　秘密文書は、次の種類に区分し、指定する。
　極秘文書　秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与
えるおそれのある情報を含む行政文書
　秘文書　極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはな
らない情報を含む極秘文書以外の行政文書
(10)　総括文書管理者は、この訓令の定めを踏まえ、秘密文書の管理に関し必
要な事項の細則を規定する秘密文書の管理に関する要領を定めるものとする。

９ 秘密文書等の管理



回答集計

設問 回答
1-1 0
2-1 0
3-1 0
3-2 0
4-1 0
4-2 0
5-1 0
5-2 0
5-3 0
5-4 0
6-1 0
6-2 0
6-3 0
7-1 0
7-2 0
7-3 0
7-4 0
8-1 0
8-2 0
8-3 0
8-4 0
9-1 0
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